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(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ 第23期及び第23期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益に

ついては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第23期

前第１四半期 
連結累計(会計)期間

第24期
当第１四半期 

連結累計(会計)期間
第23期

会計期間
自 平成21年８月１日
至 平成21年10月31日

自 平成22年８月１日
至 平成22年10月31日

自 平成21年８月１日
至 平成22年７月31日

売上高 (千円) 2,184,251 937,274 8,356,392

経常損失（△） (千円) △946,788 △74,267 △9,214,658

四半期純利益又は四半
期（当 期）純 損 失
（△）

(千円) △1,310,567 244,889 △8,704,757

純資産額 (千円) △20,910,414 318,165 70,981

総資産額 (千円) 30,273,765 14,183,898 15,296,269

１株当たり純資産額 (円) △4,958.32 21.06 4.48

１株当たり四半期純利
益又は１株当たり四半
期（当 期）純 損 失
（△）

(円) △310.72 34.07 △2,047.99

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) ― 27.19 ―

自己資本比率 (％) △69.1 2.2 0.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 1,497,022 △163,232 5,193,825

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △31,601 7,488 163,029

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △1,746,296 △673,279 △4,819,254

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) 382,241 371,694 1,200,717

従業員数 (名) 37 36 33
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当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありあません。 

  

平成22年10月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

  

平成22年10月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数が当第１四半期連結会計期間において13名増加しておりますが、これは主に子会社から当社への転

籍によるものであります。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

従業員数(名) 36

(2) 提出会社の状況

従業員数(名) 32
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当第１四半期連結会計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 
  

当第１四半期連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、

重要な変更があった事項は以下に記載してあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであ

ります。 

当社グループは、平成20年７月期連結会計年度から平成22年７月期連結会計年度まで３期連続で営業損

失、経常損失、当期純損失を計上しました。また、当第１四半期連結会計期間においても、営業損失54百

万円、経常損失74百万円を計上しております。これらの状況により、継続企業の前提に関する重要事象等

が存在しております。 

当社グループでは、前連結会計年度において、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

第２ 【事業の状況】

１ 【仕入及び販売の状況】

(1) 仕入実績

セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

不動産再活事業 361,937 ―

その他事業 ― ―

合計 361,937 ―

(2) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 売上高(千円)
前年同四半期比

(％)

不動産再活事業 807,079 ―

その他事業 130,195 ―

合計 937,274 ―

相手先

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

丸愛土地株式会社 819,984 37.5 ― ―

株式会社サジェスト 400,304 18.3 ― ―

東海建物株式会社 ― ― 578,627 61.7

２ 【事業等のリスク】

(1) 継続企業の前提に関する重要事象等について
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所定の特定認証紛争解決手続（以下、「事業再生ＡＤＲ手続」といいます。）が成立し、また第三者割

当による普通株式、譲渡制限種類株式、優先株式の発行を行いました。そして、開発事業等からの撤退、

中古マンション再活事業への経営資源の集中、営業エリアの首都圏への集中など事業再生計画を推進して

おります。 

当第１四半期連結会計期間においては、営業損失、経常損失を計上しましたが、平成23年７月期連結業

績は事業再生計画の推進により、売上高127億72百万円、営業利益４億92百万円、経常利益３億59百万

円、当期純利益６億79百万円を見込んでおります。 

以上により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しており

ます。 

当社の株式は、平成21年11月25日付で株式会社東京証券取引所から特設注意市場銘柄に指定されており

ましたが、平成22年11月25日付で、株式会社東京証券取引所から、特設注意市場銘柄の指定を継続する旨

の通知を受けました。 

当社株式が特設注意市場銘柄に指定された日（平成21年11月25日）から３年を経過し、かつ、内部管理

体制等に引き続き問題があると認められた場合は、当社株式は上場廃止となります。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判

断したものであります。 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善傾向や個人消費の持ち直しなど全体

としては緩やかな回復傾向がみられましたが、急速な円高の進行やデフレの継続、厳しい雇用環境など景

気の下押しリスクも存在しており、先行きは不透明な状況にあります。 

当社グループが属する不動産業界におきましては、東京都心部のオフィスビルについては空室率の上昇

に歯止めがかかりつつあるものの、全国では依然として厳しい状況が続いております。一方、低金利や住

宅取得促進政策等により、住宅の購入環境は良好な状況が続いております。 

このような環境の下、当社では、事業再生ＡＤＲ手続の成立により、在庫商品について金融機関との調

整が済み、在庫商品の売却によるバランスシートの健全化を図ってまいりました。ただ、既存在庫商品の

販売につきましては、買い手側の資金調達難の影響もあり計画どおりに進捗しませんでした。個人向けの

中古マンションの販売につきましては、低金利や住宅取得促進政策の後押しもあり、概ね堅調に推移いた

しました。また、収益不動産の稼働率向上を図り、堅実な収益源の確保にも取り組んでまいりました。 

以上の結果、売上高は９億37百万円、営業損失は54百万円、経常損失は74百万円となりました。なお、

特別利益として、当社の一般債権者が有する当社あて債権について、３億19百万円の債務免除を受け、四

半期純利益は２億44百万円となりました。 

（セグメント別の概況） 

セグメント別の業績を示すと次のとおりであります。 

(2) 株式会社東京証券取引所による特設注意市場銘柄の指定継続について

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

① 不動産再活事業
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当社グループの主力である不動産再活事業におきましては、既存在庫商品の販売や個人向け中古マンシ

ョンの販売に努めてまいりました。既存在庫商品の販売につきましては、買い手側の資金調達難の影響も

あり、販売が計画通りに進捗しませんでした。一方、個人向けの実住用中古マンションの販売は概ね堅調

に推移しました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は８億７百万円、営業利益は60百万円となりました。 

その他事業は、当社保有物件にかかる受取賃料等であります。保有物件の売却に伴い受取賃料も減少傾

向にあります。 

以上の結果、その他事業の売上高は１億30百万円、営業利益は11百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、141億83百万円（前連結会計年度末比11億12百万円の

減少）となりました。主な理由としては、不動産商品の販売による商品の減少であります。 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、138億65百万円（同13億59百万円の減少）となりまし

た。主な理由としては、不動産商品の販売に伴う短期借入金の減少であります。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、３億18百万円（同２億47百万円の増加）となりまし

た。主な理由としては、四半期純利益２億44百万円を計上したことに伴う利益剰余金の増加によるもので

あります。以上の結果、自己資本比率は2.2％となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は３億71百万円と、前連結会計年度末

の残高12億円と比べて、８億29百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、１億63百万円の支出となりました。これは、税金等調整前四半

期純利益２億45百万円やたな卸資産の減少による営業キャッシュ・フローの増加３億４百万円等があった

ものの、未払金等のその他流動負債の減少に伴う支出が６億70百万円発生したことなどによるものであり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、７百万円の増加となりました。これは、差入保証金の回収によ

る収入７百万円などを計上したことなどによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、６億73百万円の支出となりました。これは、物件の売却に伴う

短期借入金の減少５億73百万円、株式交付費の支払い１億円などによるものであります。 

  

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

および新たに生じた課題はありません。 

  

該当事項はありません。 

② その他事業

(2) 財政状態の分析

(3) キャッシュ・フローの状況

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

(5) 研究開発活動
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

(2) 設備の新設、除却等の計画
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(注) １  「提出日現在発行数」欄には、平成22年12月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。 

２ Ａ種ないしＥ種優先株式は、現物出資（借入金の株式化 27,203百万円）によって発行されたものでありま

す。 

３ 譲渡制限種類株式は、会社法第107条第１項第１号に定める内容（いわゆる譲渡制限）を定めており、当該

株式の取得について取締役会の承認を要する旨を定款第９条の12において定めております。 

４  Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

１. 剰余金の配当 

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 28,753,572

Ａ種優先株式 8,916

Ｂ種優先株式 26,701

Ｃ種優先株式 2,160,476

Ｄ種優先株式 2,160,410

Ｅ種優先株式 138,822

譲渡制限種類株式 1,818,182

計 35,067,079

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株) 
(平成22年10月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年12月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,188,393 7,188,393
東京証券取引所

マザーズ
単元株制度を採用しておりま
せん。

Ａ種優先株式 8,916 8,916 ―
単元株制度を採用しておりま
せん。 
（注）２，４

Ｂ種優先株式 26,701 26,701 ―
単元株制度を採用しておりま
せん。 
（注）２，５

Ｃ種優先株式 2,160,476 2,160,476 ―
単元株制度を採用しておりま
せん。 
（注）２，６

Ｄ種優先株式 2,160,410 2,160,410 ―
単元株制度を採用しておりま
せん。 
（注）２，７

Ｅ種優先株式 138,822 138,822 ―
単元株制度を採用しておりま
せん。 
（注）２，８

譲渡制限種類株式 1,818,182 1,818,182 ―
単元株制度を採用しておりま
せん。 
（注）３，９

計 13,501,900 13,501,900 ― ―
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(1) Ａ種優先配当金 

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」とい

う。）またはＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

７項(1)の定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ａ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＡ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ａ種優先中間配当金を控除した額

とする。 

(2) Ａ種優先配当金の額 

Ａ種優先配当金の額は、300,000円に、それぞれの事業年度毎に以下の年率（以下「Ａ種優先配当年

率」という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

 2011年度および2012年度＝0.1% 

 2013年度および2014年度＝0.3% 

 2015年度以降＝0.5% 

(3) Ａ種優先中間配当金 

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、第７

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。 

(4) 非累積条項 

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対して支払うＡ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＡ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＡ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。 

(5) 非参加条項 

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。 

２. 残余財産の分配 

(1) Ａ種優先残余財産分配金 

当社の残余財産の分配をするときは、第７項(2)の定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき、

300,000円を支払う。 

(2) 非参加条項 

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。 

３. 議決権 

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

４. 普通株式を対価とする取得請求権 

Ａ種優先株主は、2021年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）の翌営業日以降2030

年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ａ種転換請求期間」という。）いつでも、当社に対し

て、普通株式の交付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部または一部を取得することを請求する

ことができるものとし、当社はＡ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式を取得するのと引換え

に、次に定める数の普通株式を、当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。 

(1) Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＡ種優先株式の数に

300,000円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ａ種優先

株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるも

のとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。 

(2) 取得価額 

当初取得価額は、3,704円とする。 

(3) 取得価額の調整 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。 
  

 
  

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
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調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無
償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。 

  

②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。 

  

 
  

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

  

 
  

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。 

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが

当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお

いて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整

後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無

償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以

降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に

対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されない

ものとする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＡ種優

先株主およびＡ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。 

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

（発行済普通株式の数－当社
が保有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額

調整後 
取得価額

＝
調整前 
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数） 
＋新たに発行する普通株式の数
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吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設分

割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。 

５. 金銭を対価とする取得請求権 

Ａ種優先株主は、2015年11月１日以降2021年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）

まで（以下「償還期間」という。）の毎年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）、

法令上可能な範囲で、かつ下記(1)および(2)に定める上限の範囲内において、当社に対して、金銭の交

付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部または一部を取得することを請求（以下「償還請求」と

いう。）することができるものとし、当社はＡ種優先株主が償還請求をしたＡ種優先株式を取得するの

と引換えに、下記(3)に定める額（以下「任意償還価額」という。）の金銭を、当該Ａ種優先株主に対

して交付するものとする。なお、下記(1)および(2)に定める上限を超えて償還請求が行われた場合、取

得すべきＡ種優先株式は、償還請求が行われたＡ種優先株式の数に応じた按分比例の方法による。 

(1) 任意償還価額の上限 

Ａ種優先株主は、本項に基づくＡ種優先株主による償還請求がなされた日（以下「償還請求日」とい

う。）の前日における分配可能額が１億円を上回る場合に限り、当該上回る金額を任意償還価額の上限

として、償還請求をすることができる。 

(2) 取得株式数の上限 

Ａ種優先株主は、各償還請求日において、Ａ種優先株式1,784株を上限として、償還請求をすることが

できる。 

(3) 任意償還価額 

任意償還価額は、Ａ種優先株１株につき、300,000円とする。 

 ６. 普通株式を対価とする取得条項 

当社は、Ａ種転換請求期間中に取得請求のなかったＡ種優先株式の全部を、Ａ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも

って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換え

に、かかるＡ種優先株式の数に300,000円を乗じて得られる額を、2030年７月28日における取得価額で

除して得られる数の普通株式をＡ種優先株主に対して交付するものとする。Ａ種優先株式の取得と引換

えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取

扱う。 

７. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも

って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ａ種優先株式の全部または一部を取得することが

できる。この場合、当社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下

「強制償還価額」という。）の金銭をＡ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ａ種優先株式

の一部を取得するときは、按分比例の方法による。 

(2) 強制償還価額 

強制償還価額は、Ａ種優先株式１株につき、300,000円とする。 

８. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等 

(1) 当社は、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。 

(2) 当社は、Ａ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。 

９. 優先順位 

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式
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にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４順位

（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と

し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間

では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる

額、Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種

優先株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を

割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金、Ｃ種優

先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味

で用いられる。 

10. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無 

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。 

11. 株主総会において議決権を有しない理由 

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。 

５  Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

１. 剰余金の配当 

(1) Ｂ種優先配当金 

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｂ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」とい

う。）またはＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

８項(1)の定める支払順位に従い、Ｂ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｂ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＢ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｂ種優先中間配当金を控除した額

とする。 

(2) Ｂ種優先配当金の額 

Ｂ種優先配当金の額は、300,000円に、それぞれの事業年度毎に下記の年率（以下「Ｂ種優先配当年

率」という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

 2011年度および2012年度＝0.1% 

 2013年度および2014年度＝0.3% 

 2015年度以降＝0.5% 

(3) Ｂ種優先中間配当金 

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対し、第８

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ｂ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。 

(4) 非累積条項 

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対して支払うＢ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＢ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＢ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。 

(5) 非参加条項 

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。 

２. 残余財産の分配 

(1) Ｂ種優先残余財産分配金 

当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｂ種優先株式１株につき、

300,000円（以下「Ｂ種優先残余財産分配金」という。）を支払う。 

(2) 非参加条項 

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。 

３. 議決権 

Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

４. 普通株式を対価とする取得請求権 

Ｂ種優先株主は、2011年７月28日以降2020年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｂ種転換請求

期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＢ種優先株式の全

部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＢ種優先株主が取得の請求をし

たＢ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｂ種優先株主に対して交付
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するものとする。 

(1) Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＢ種優先株式の数に

300,000円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｂ種優先

株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるも

のとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。 

(2) 取得価額 

当初取得価額は、3,704円とする。 

(3) 取得価額の調整 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

  

 
  

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。 

  

②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。 

  

 
  

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

  

 
  

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。 

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

（発行済普通株式の数－当社
が保有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額

調整後 
取得価額

＝
調整前 
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数） 
＋新たに発行する普通株式の数
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⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが

当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお

いて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整

後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無

償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以

降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に

対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されない

ものとする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＢ種優

先株主およびＢ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。 

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

５. 普通株式を対価とする取得条項 

当社は、Ｂ種転換請求期間中に取得請求のなかったＢ種優先株式の全部を、Ｂ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも

って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＢ種優先株式を取得するのと引換え

に、かかるＢ種優先株式の数に300,000円を乗じて得られる額を、2020年７月28日における取得価額で

除して得られる数の普通株式をＢ種優先株主に対して交付するものとする。Ｂ種優先株式の取得と引換

えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取

扱う。 

６. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも

って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｂ種優先株式の全部または一部を取得することが

できる。この場合、当社は、かかるＢ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下

「強制償還価額」という。）の金銭をＢ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｂ種優先株式

の一部を取得するときは、按分比例の方法による。 

(2) 強制償還価額 

強制償還価額は、Ｂ種優先株式１株につき、300,000円とする。 

７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等 

(1) 当社は、Ｂ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。 

(2) 当社は、Ｂ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。 

８. 優先順位 

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式

にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４
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順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と

し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間

では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる

額、Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種

優先株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を

割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(3) 本内容におけるＣ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｃ種優先残余財産分配金、およびＤ種優先残余財産

分配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味で用いられる。 

９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無 

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。 

10. 株主総会において議決権を有しない理由 

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。 

６  Ｃ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

１. 剰余金の配当 

(1) Ｃ種優先配当金 

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｃ種優先株式を有する株主（以下「Ｃ種優先株主」とい

う。）またはＣ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

８項(1)の定める支払順位に従い、Ｃ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｃ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＣ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｃ種優先中間配当金を控除した額

とする。 

(2) Ｃ種優先配当金の額 

Ｃ種優先配当金の額は、3,704円に、それぞれの事業年度毎に下記の年率（以下「Ｃ種優先配当年率」

という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。 

 2011年度および2012年度＝0.1% 

 2013年度および2014年度＝0.3% 

 2015年度以降＝0.5% 

(3) Ｃ種優先中間配当金 

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対し、第８

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ｃ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。 

(4) 非累積条項 

Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対して支払うＣ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＣ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＣ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。 

(5) 非参加条項 

Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対しては、Ｃ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。 

２. 残余財産の分配 

(1) Ｃ種優先残余財産分配金 

当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｃ種優先株式１株につき、

3,704円（以下「Ｃ種優先残余財産分配金」という。）を支払う。 

(2) 非参加条項 

Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。 

３. 議決権 

Ｃ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。 

４. 普通株式を対価とする取得請求権 

Ｃ種優先株主は、2013年７月28日以降2022年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｃ種転換請求

期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＣ種優先株式の全

部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＣ種優先株主が取得の請求をし

たＣ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｃ種優先株主に対して交付

するものとする。 

(1) Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 
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Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＣ種優先株式の数に3,704円を

乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｃ種優先株式の取得と

引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この

場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。 

(2) 取得価額 

当初取得価額は、3,704円とする。 

(3) 取得価額の調整 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

  

 
  

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。 

  

 
  

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

  

 
  

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。 

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

（発行済普通株式の数－当社
が保有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額

調整後 
取得価額

＝
調整前 
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数） 
＋新たに発行する普通株式の数
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合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下

本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当

初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式におい

て「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使

に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後

の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償

割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、

これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対し

てストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないもの

とする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＣ種優

先株主およびＣ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。 

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変

更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。 

５. 普通株式を対価とする取得条項 

当社は、Ｃ種転換請求期間中に取得請求のなかったＣ種優先株式の全部を、Ｃ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも

って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＣ種優先株式を取得するのと引換え

に、かかるＣ種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2022年７月28日における取得価額で除

して得られる数の普通株式をC種優先株主に対して交付するものとする。Ｃ種優先株式の取得と引換え

に交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱

う。 

６. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも

って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｃ種優先株式の全部または一部を取得することが

できる。この場合、当社は、かかるＣ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下

「強制償還価額」という。）の金銭をＣ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｃ種優先株式

の一部を取得するときは、按分比例の方法による。 

(2) 強制償還価額 

強制償還価額は、Ｃ種優先株式１株につき、3,704円とする。 

７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等 

(1) 当社は、Ｃ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。 

(2) 当社は、Ｃ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。 

８. 優先順位 

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式

にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４

順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および
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普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間では同

順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額、Ｃ

種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種優先株

主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を割り当

てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株

式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分

配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味で用いられる。 

９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無 

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。 

10. 株主総会において議決権を有する理由 

当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。 

７  Ｄ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

１. 剰余金の配当 

(1) Ｄ種優先配当金 

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｄ種優先株式を有する株主（以下「Ｄ種優先株主」とい

う。）またはＤ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｄ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

８項(1)の定める支払順位に従い、Ｄ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｄ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＤ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｄ種優先中間配当金を控除した額

とする。 

(2) Ｄ種優先配当金の額 

Ｄ種優先配当金の額は、3,704円に、それぞれの事業年度毎に下記の年率（以下「Ｄ種優先配当年率」

という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。 

 2011年度および2012年度＝0.1% 

 2013年度および2014年度＝0.3% 

 2015年度以降＝0.5% 

(3) Ｄ種優先中間配当金 

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対し、第８

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ｄ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。 

(4) 非累積条項 

Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対して支払うＤ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＤ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＤ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。 

(5) 非参加条項 

Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対しては、Ｄ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。 

２. 残余財産の分配 

(1) Ｄ種優先残余財産分配金 

当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｄ種優先株式１株につき、

3,704円（以下「Ｄ種優先残余財産分配金」という。）を支払う。 

(2) 非参加条項 

Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。 

３. 議決権 

Ｄ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。 

４. 普通株式を対価とする取得請求権 

Ｄ種優先株主は、2015年７月28日以降2024年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｄ種転換請求

期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＤ種優先株式の全

部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＤ種優先株主が取得の請求をし

たＤ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｄ種優先株主に対して交付

するものとする。 

(1) Ｄ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

Ｄ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＤ種優先株式の数に3,704

円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｄ種優先株式の取
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得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、

この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。 

(2) 取得価額 

当初取得価額は、3,704円とする。 

(3) 取得価額の調整 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

  

 
  

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。 

  

②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。 

  

 
  

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

  

 
  

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。 

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

（発行済普通株式の数－当社
が保有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額

調整後 
取得価額

＝
調整前 
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数） 
＋新たに発行する普通株式の数
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下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当

初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式におい

て「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使

に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後

の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償

割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、

これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対し

てストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないもの

とする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＤ種優

先株主およびＤ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。 

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。 

５. 普通株式を対価とする取得条項 

当社は、Ｄ種転換請求期間中に取得請求のなかったＤ種優先株式の全部を、Ｄ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも

って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＤ種優先株式を取得するのと引換え

に、かかるＤ種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2024年7月28日における取得価額で除し

て得られる数の普通株式をＤ種優先株主に対して交付するものとする。Ｄ種優先株式の取得と引換えに

交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱

う。 

６. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも

って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｄ種優先株式の全部または一部を取得することが

できる。この場合、当社は、かかるＤ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下

「強制償還価額」という。）の金銭をＤ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｄ種優先株式

の一部を取得するときは、按分比例の方法による。 

(2) 強制償還価額 

強制償還価額は、Ｄ種優先株式1株につき、3,704円とする。 

７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等 

(1) 当社は、Ｄ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。 

(2) 当社は、Ｄ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。 

８. 優先順位 

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式

にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４

順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と
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し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間では

同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額、

Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種優先

株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を割り

当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通

株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金およびＣ種優先残余財産分

配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味で用いられる。 

９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無 

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。 

10. 株主総会において議決権を有する理由 

当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。 

８  Ｅ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

１. 剰余金の配当 

(1) Ｅ種優先配当金 

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｅ種優先株式を有する株主（以下「Ｅ種優先株主」とい

う。）またはＥ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｅ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

８項(1)の定める支払順位に従い、Ｅ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｅ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＥ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｅ種優先中間配当金を控除した額

とする。 

(2) Ｅ種優先配当金の額 

Ｅ種優先配当金の額は、3,704円に、事業年度毎に0.05%を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

(3) Ｅ種優先中間配当金 

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対し、第８

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ｅ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。 

(4) 非累積条項 

Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対して支払うＥ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＥ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＥ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。 

(5) 非参加条項 

Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対しては、Ｅ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。 

２. 残余財産の分配 

(1) Ｅ種優先残余財産分配金 

当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｅ種優先株式１株につき、

3,704円を支払う。 

(2) 非参加条項 

Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。 

３. 議決権 

Ｅ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。 

４. 普通株式を対価とする取得請求権 

Ｅ種優先株主は、2019年７月28日以降2030年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｅ種転換請求

期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＥ種優先株式の全

部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＥ種優先株主が取得の請求をし

たＥ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｅ種優先株主に対して交付

するものとする。 

(1) Ｅ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

Ｅ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＥ種優先株式の数に3,704

円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｅ種優先株式の取

得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、

この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。 

(2) 取得価額 

当初取得価額は、3,704円とする。 

(3) 取得価額の調整 
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(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

  

  

 
  

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。 

②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。 

  

 
  

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

  

 
  

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。 

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが

当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお

いて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整

後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

（発行済普通株式の数－当社
が保有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額

調整後 
取得価額

＝
調整前 
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数） 
＋新たに発行する普通株式の数
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償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、

これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対し

てストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないもの

とする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＥ種優

先株主およびＥ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。 

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。 

５. 普通株式を対価とする取得条項 

当社は、Ｅ種転換請求期間中に取得請求のなかったＥ種優先株式の全部を、Ｅ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも

って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＥ種優先株式を取得するのと引換え

に、かかるＥ種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2030年７月28日における取得価額で除

して得られる数の普通株式をＥ種優先株主に対して交付するものとする。Ｅ種優先株式の取得と引換え

に交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱

う。 

６. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも

って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｅ種優先株式の全部または一部を取得することが

できる。この場合、当社は、かかるＥ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下

「強制償還価額」という。）の金銭をＥ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｅ種優先株式

の一部を取得するときは、按分比例の方法による。 

(2) 強制償還価額 

強制償還価額は、Ｅ種優先株式１株につき、3,704円とする。 

７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等 

(1) 当社は、Ｅ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。 

(2) 当社は、Ｅ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。 

８. 優先順位 

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式

にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４

順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と

し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間

では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる

額、Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種

優先株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を

割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および
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普通株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金、Ｃ種優

先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味

で用いられる。  

９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無 

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。 

10. 株主総会において議決権を有する理由 

当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。 

９  譲渡制限種類株式の内容は次のとおりであります。 

１. 議決権 

譲渡制限種類株式を有する株主（以下「譲渡制限種類株主」という。）は、株主総会において議決権を

有する。 

２. 譲渡制限 

譲渡による譲渡制限種類株式の取得については、取締役会の承認を要する。 

３. 取得請求権 

譲渡制限種類株主は、2011年１月28日以降いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その

有する譲渡制限種類株式の全部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社は譲

渡制限種類株主が取得の請求をした譲渡制限種類株式1株を取得するのと引換えに、普通株式１株を当

該譲渡制限種類株主に対して交付するものとする。 

４. 剰余金の配当および残余財産の分配 

譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当および残余財産の分配については、それぞれ同

順位かつ同額とする。 

５. 種類株主総会の決議 

当社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合には、法令または本定款に別段の定めがあ

る場合を除き、譲渡制限種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。 

６. 株式の分割または併合等 

(1) 当社は、株式の分割または株式の併合をするときは、普通株式および譲渡制限種類株式ごとに同時に同

一の割合でする。 

(2) 当社は、当社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当て

を受ける権利を、譲渡制限種類株主には譲渡制限種類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同

一の割合で与える。 

(3) 当社は、当社の株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を

目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、譲渡制限種類株主には譲渡制限種類株式を目的とする

新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。 

(4) 当社は、株式無償割当てをするときは、普通株主には普通株式の株式無償割当てを、譲渡制限種類株主

には譲渡制限種類株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。 

(5) 当社は、新株予約権無償割当てをするときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の新株予

約権無償割当てを、譲渡制限種類株主には譲渡制限種類株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償

割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。 

７. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無 

種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めております。 

８. 株主総会において議決権を有する理由 

株式の内容が普通株式と同様の内容のためであります。 
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① 第１回新株予約権 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

(平成15年５月16日臨時株主総会決議) 

 
(注) １ 当社は、以下のように株式分割を行っております。 

平成15年10月７日開催の取締役会決議に基づき、平成15年12月５日付をもって普通株式１株を２株に分割 

平成16年４月７日開催の取締役会決議に基づき、平成16年６月18日付をもって普通株式１株を４株に分割 

平成16年９月21日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月20日付をもって普通株式１株を10株に分割 

平成18年６月１日開催の取締役会決議に基づき、平成18年８月１日付をもって普通株式１株を５株に分割 

これらにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格、資本組入額

はそれぞれ調整されております。 

２ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

３ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。調整の結

果、１端株(１株の100分の１)未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものといたします。 

 
４ 株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整いたします。調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げるものといたします。 

 
また、新株予約権発行後、調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式(コンバー

ジョン・プライス方式)により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとい

たします。 

(2) 【新株予約権等の状況】

第１四半期会計期間末現在
(平成22年10月31日)

新株予約権の数  １個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 400株

新株予約権の行使時の払込金額 150円

新株予約権の行使期間
平成17年５月17日から
 平成25年５月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
 株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  150円
資本組入額  75円

新株予約権の行使の条件

ａ 新株予約権者は、権利行使
時においても当社の取締
役、監査役または従業員の
地位にあることを要するも
のとする。ただし、当社取
締役会において承認を得た
場合にはこの限りではな
い。

ｂ 新株予約権の相続は認めな
い。

ｃ その他新株予約権の行使の
条件は、当社と新株予約権
者との間で締結する新株予
約権割当契約に定めるとこ
ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

―

調整後株式数＝
調整前株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

調整後行使価額＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数
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② 第６回新株予約権 

 平成20年12月９日の取締役会決議に基づいて発行した第６回新株予約権は、次のとおりであります。

 
(注)１ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。  

   ２ 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき株式分割（当社普通

株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式

により付与株式数を調整し、調整による１株未満の端数は切り捨てるものといたします。 

 
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範

囲で付与株式数を調整するものといたします。 

３ 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

いたします。調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

 
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行を行う場合（当社普

通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除

く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたし

ます。 

 
上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整

第１四半期会計期間末現在
(平成22年10月31日)

新株予約権の数 8,010個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 8,010株（注２）

新株予約権の行使時の払込金額 1,358円（注３）

新株予約権の行使期間
平成22年10月25日から
平成30年10月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
 株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  1,358円
資本組入額   679円

新株予約権の行使の条件

a 新株予約権者は、権利行使
時においても、当社の取締
役、監査役または従業員の
いずれかの地位にあること
を要する。ただし、当社取
締役会において承認を得た
場合にはこの限りではな
い。

ｂ 新株予約権の相続は認めな
い。

ｃ この他、新株予約権の行使
の条件は株主総会決議およ
び取締役会決議に基づき、
当社と新株予約権者との間
で締結する新株予約権割当
契約に定めるところによ
る。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

（注４）

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

調整後行使価額＝調整前行使価格×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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するものといたします 

４ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点に

おいて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合

につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の

新株予約権をそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

象会社は新株予約権を交付する旨およびその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分

割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。 

  

該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

  

 
  

当第１四半期会計期間において、株式会社麹町興産から平成22年11月１日付で関東財務局長に提出さ

れた変更報告書により平成22年10月25日現在で以下の株式を所有している旨、加藤照美氏およびその共

同保有者である株式会社エム・エル・エスから平成22年11月１日付で関東財務局長に提出された変更報

告書により平成22年10月25日現在で以下の株式を所有している旨、ならびに秋元竜弥氏から平成22年11

月２日付で関東財務局長に提出された変更報告書により平成22年10月26日現在で以下の株式を所有して

いる旨の報告を受けておりますが、当社として当第１四半期会計期間末における所有株式数の確認がで

きておりません。 

なお、変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

 
  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
  

(千円)

資本金残高
  

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成22年８月１日～ 
平成22年10月31日

― 13,501,900 ― 300,000 ― ―

(6) 【大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)
株券等保有割合

(％)

株式会社麹町興産 東京都千代田区麹町３丁目５番19号 353,111 2.62

加藤照美 東京都多摩市 2,604,167 19.29

株式会社エム・エル・エス 東京都渋谷区道玄坂２丁目16番４号 1,314,654 9.74

秋元竜弥 東京都目黒区 1,822,772 13.50
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当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年７月31日)に基づく株主名簿による記

載をしております。 

(平成22年10月31日現在) 

 
（注）Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式の内容は、

「１（1）②発行済株式」の「内容」に記載しております。 

  

(平成22年10月31日現在) 

 
  

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日において、役員の異動はありません。 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
Ａ種優先株式
Ｂ種優先株式

8,916
26,701

―
―

（注）

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)

普通株式
Ｃ種優先株式
Ｄ種優先株式
Ｅ種優先株式
譲渡制限種類株式

7,188,393
2,160,476
2,160,410
138,822

1,818,182

7,188,393
2,160,476
2,160,410
138,822

1,818,182

（注）

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 13,501,900 ― ―

総株主の議決権 ― 13,466,283 ―

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年 
 ８月  ９月

 
 10月

最高(円) 1,550 1,599 1,003

最低(円) 706 884 490

３ 【役員の状況】
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当社の四半期連結財務諸表は、前第１四半期連結会計期間（平成21年８月１日から平成21年10月31日ま

で）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年８月１日から平成21年10月31日まで）は改正前の四半期連

結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成22年８月１日から平成22年10月31日まで）及

び当第１四半期連結累計期間（平成22年８月１日から平成22年10月31日まで）は、改正後の四半期連結財

務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年８

月１日から平成21年10月31日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年８月１日から平成21年10月

31日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年８月１日から平成22年

10月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間(平成22年８月１日から平成22年10月31日まで)に係る四半

期連結財務諸表について、明誠監査法人により四半期レビューを受けております。 

  

第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 118,437 58,132

受取手形及び売掛金 － 31

たな卸資産 ※2, ※4  13,625,312 ※2, ※4  13,929,982

前渡金 97,363 63,577

預け金 253,256 1,142,584

その他 60,379 47,460

貸倒引当金 △12,157 △8,742

流動資産合計 14,142,592 15,233,027

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産合計 ※1  1,032 ※1, ※2  16,907

投資その他の資産   

長期滞留債権等 623,520 623,520

その他 40,273 46,335

貸倒引当金 △623,520 △623,520

投資その他の資産合計 40,273 46,335

固定資産合計 41,306 63,242

資産合計 14,183,898 15,296,269

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※2, ※3  11,406,856 ※2, ※3  11,980,064

1年内返済予定の長期借入金 140,229 140,229

未払法人税等 5,389 10,917

その他 1,828,428 2,592,251

流動負債合計 13,380,903 14,723,463

固定負債   

長期借入金 279,720 279,720

退職給付引当金 13,750 13,345

その他 191,360 208,760

固定負債合計 484,830 501,825

負債合計 13,865,733 15,225,288

純資産の部   

株主資本   

資本金 300,000 300,000

資本剰余金 － 8,462,898

利益剰余金 13,550 △8,694,237

株主資本合計 313,550 68,661

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △384 △2,025

評価・換算差額等合計 △384 △2,025

新株予約権 4,998 4,346

純資産合計 318,165 70,981

負債純資産合計 14,183,898 15,296,269
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 2,184,251 937,274

売上原価 2,647,669 772,453

売上総利益又は売上総損失（△） △463,417 164,821

販売費及び一般管理費 ※1  253,077 ※1  219,520

営業損失（△） △716,495 △54,698

営業外収益   

受取利息 110 51

その他 47,944 16,847

営業外収益合計 48,054 16,899

営業外費用   

支払利息 267,335 30,737

支払手数料 1,073 850

消費税相殺差損 9,417 4,819

その他 520 60

営業外費用合計 278,347 36,467

経常損失（△） △946,788 △74,267

特別利益   

固定資産売却益 61 －

貸倒引当金戻入額 139,677 －

賞与引当金戻入額 4,473 －

債務免除益 71,500 319,800

特別利益合計 215,712 319,800

特別損失   

損害賠償損失引当金繰入額 288,331 －

課徴金納付見込額 281,550 －

その他 8,571 －

特別損失合計 578,452 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,309,528 245,532

法人税、住民税及び事業税 1,038 642

法人税等合計 1,038 642

少数株主損益調整前四半期純利益 － 244,889

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,310,567 244,889
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,309,528 245,532

減価償却費 46 42

貸倒引当金の増減額（△は減少） △139,677 3,415

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,473 －

解約損失引当金の増減額（△は減少） 155,250 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △353 405

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） 288,331 －

受取利息及び受取配当金 △110 △51

支払利息 267,335 30,737

固定資産売却損益（△は益） △61 －

その他固定資産の増減額（△は増加） － 15,985

売上債権の増減額（△は増加） 32 31

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,208,950 304,670

前渡金の増減額（△は増加） 99,726 △33,785

その他の流動資産の増減額（△は増加） 50,288 △12,919

仕入債務の増減額（△は減少） △76,150 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,199 14,862

前受金の増減額（△は減少） 48,250 2,100

その他の流動負債の増減額（△は減少） △116,487 △670,303

その他 266,043 △16,688

小計 1,762,610 △115,963

利息及び配当金の受取額 110 51

利息の支払額 △277,703 △41,149

法人税等の支払額 12,004 △6,171

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,497,022 △163,232

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 61 －

有形固定資産の取得による支出 － △154

差入保証金の差入による支出 △40,000 －

差入保証金の回収による収入 8,337 7,642

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,601 7,488

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,744,296 △573,208

長期借入金の返済による支出 △2,000 －

株式交付費の支出 － △100,071

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,746,296 △673,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △280,875 △829,023

現金及び現金同等物の期首残高 59,761 1,200,717

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 603,355 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  382,241 ※  371,694
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該当事項はありません。 

  

 
  

  

 
  

  

該当事項はありません。 

  

【継続企業の前提に関する事項】

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年８月１日 
  至  平成22年10月31日)

会計処理基準に関する事項の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企

業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用

しております。

これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年８月１日 
  至  平成22年10月31日)

① 一般債権の貸倒見積高の算定方

法

当第１四半期連結会計期間末における一般債権の貸倒実績率等について

は、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積

高を算定しております。

② 固定資産の減価償却費の算定方

法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年10月31日)

前連結会計年度末 
(平成22年７月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額    230千円

   有形固定資産の減損損失累計額   72,618

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 1,421千円

  減損損失累計額         72,618

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保資産

販売用不動産 12,862,116 千円

合計 12,862,116

担保付負債

短期借入金 11,406,856

合計 11,406,856

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保資産

販売用不動産 13,386,928千円

建物 4,479

土地 11,506

合計 13,402,914

担保付負債

短期借入金 11,904,851

合計 11,904,851

※３ 当社は、取引銀行との間に当座貸越契約を締結
      しており、当該契約に基づく当四半期連結会計 
      期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま 
      す。

当座貸越契約の総額 2,488,000 千円

借入実行残高 626,823

差し引き額 1,861,176

※３ 当社は、取引銀行との間に当座貸越契約を締結
    しており、当該契約に基づく当連結会計年度末 
      の借入未実行残高は次のとおりであります。 
 

当座貸越契約の総額 2,488,000千円

借入実行残高 626,908

差し引き額 1,861,091

※４ たな卸資産の内訳 ※４ たな卸資産の内訳

 

販売用不動産 13,410,604千円

仕掛品 214,707
 

販売用不動産 13,853,235千円

仕掛品 76,746

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成21年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成22年10月31日)

※ 販売費及び一般管理費の主なもの

販売手数料 86,355千円

給与及び手当 65,957

地代家賃 7,464

租税公課 15,899

管理諸費 23,812

※ 販売費及び一般管理費の主なもの

販売手数料 63,451千円

給与及び手当 49,893

地代家賃 6,784

租税公課 9,614

管理諸費 41,199
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当第１四半期連結会計期間末（平成22年10月31日）及び当第１四半期連結会計(累計)期間(自 平成22年

８月１日 至 平成22年10月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

   該当事項はありません。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成21年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成22年10月31日)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 532,241千円

預入期間が３か月超の定期預金 △150,000

現金及び現金同等物 382,241

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 118,437千円

預け金 253,256

現金及び現金同等物 371,694

(株主資本等関係)

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 7,188,393

Ａ種優先株式 8,916

Ｂ種優先株式 26,701

Ｃ種優先株式 2,160,476

Ｄ種優先株式 2,160,410

Ｅ種優先株式 138,822

譲渡制限種類株式 1,818,182

合計 13,501,900
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前第１四半期連結累計期間(自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 不動産再活事業…中古マンション、中古オフィスビル等の販売、新築マンションの分譲、新築オフィス

ビル等の販売 

(2) その他…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

不動産再活事業
（千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,957,933 226,317 2,184,251 ― 2,184,251

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,957,933 226,317 2,184,251 ― 2,184,251

営業損失（△） △640,022 63,312 △576,710 (139,785) △716,495

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社グループは、築年数の経過した中古マンションを仕入れ、リフォームなどのバリューアップを施し

て販売する「中古マンション再活事業」を主な事業とし、不動産再活事業に付随する不動産賃貸等を「そ

の他事業」として展開しております。 

したがって、当社グループでは、「中古マンション再活事業」と「その他事業」を報告セグメントとし

ております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年８月１日  至  平成22年10月31日) 

 
(注）１．セグメント利益の調整額△127,478千円は、セグメント間取引消去6,972千円、各報告セグメントに配賦され

ない全社費用△134,450千円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。 

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

計
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書
（注）２不動産再活事業 その他事業

売上高

  外部顧客への売上高 807,079 130,195 937,274 ― 937,274

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― （―） ―

計 807,079 130,195 937,274 ― 937,274

セグメント利益 60,946 11,832 72,779 △127,478 △54,698
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金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末（平成22年10月31日） 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末（平成22年10月31日） 

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成22年８月１日 至 平成22年10月31日） 

四半期連結財務諸表に与える影響額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成22年８月１日 至 平成22年10月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成22年８月１日 至 平成22年10月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成22年８月１日 至 平成22年10月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成22年８月１日 至 平成22年10月31日） 

該当事項はありません。 

  

(金融商品関係)

(有価証券関係)

(デリバティブ取引関係)

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

(資産除去債務関係)

(賃貸等不動産関係)

(リース取引関係)
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１  １株当たり純資産額 

 
(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(１株当たり情報)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年10月31日)

前連結会計年度末 
(平成22年７月31日)

１株当たり純資産額 21.06円 １株当たり純資産額 4.48円

項目
当第１四半期連結会計期間末

（平成22年10月31日）
前連結会計年度末

（平成22年７月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 318,165 70,981

普通株式に係る純資産額（千円） 151,385 32,211

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純資
産の額の算定に用いられた普通株式に係る連結会計年度
末（四半期連結会計期間末）の純資産額との差額（千
円）

166,779 38,770

（うち新株予約権） （4,998） (4,346）

（うち優先株式） （161,781） (34,423）

普通株式の発行済株式数（株） 7,188,393 7,188,393

普通株式の自己株式数（株） ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
（株）

7,188,393 7,188,393
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２  １株当たり四半期純利益金額等 

 
(注) １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成21年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成22年10月31日)

 
１株当たり四半期純損失（△） △310.72円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純
損失であるため記載しておりません。  

１株当たり四半期純利益 34.07円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利
益金額

27.19円

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成21年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成22年10月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損
失金額

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △1,310,567 244,889

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△）
（千円）

△1,310,567 244,889

期中平均株式数（株） 4,217,839 7,188,393

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

四半期純利益調整額（千円） ― 244,889

普通株式増加数（株） ― 1,818,522

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

―

新株予約権
第６回新株予約権

優先株式
Ａ種優先株式
Ｂ種優先株式
Ｃ種優先株式
Ｄ種優先株式
Ｅ種優先株式

(重要な後発事象)

２ 【その他】
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成21年12月15日

株式会社アルデプロ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社アルデプロの平成21年8月1日から平成22年7月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成

21年8月1日から平成21年10月31日まで）および第1四半期連結累計期間（平成21年8月1日から平成21年10月

31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

  

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルデプロ及び連結子会社の平成

21年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

  

追記情報 

１． 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当第1四半期連結会計期間において売

上総損失、営業損失、四半期純損失を計上しており、債務超過の状態にある。また、期限の到来した金融機

関からの借入金について、金融機関の理解のもとに返済期限を延長しており、支払利息について一部の支払

いはしているものの、全額の支払いはできていない。さらに、1年以内に多額の社債の償還時期を迎える状

況にあり、また、第2回無担保社債（株式会社近畿大阪銀行保証付および適格機関投資家限定）の期限の利

益を喪失したことにより全額の弁済を履行する旨の催告書を受領しており、継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。

なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については、当該注記に記載されてい

る。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半

期連結財務諸表に反映されていない。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり 

１）会社は、平成21年7月期において債務超過となったことから、平成21年11月2日付の株式会社東京証券取

引所の発表のとおり、有価証券上場規程第603条第1項第3号（債務超過）に該当し、猶予期間に入って

いる。 

２）会社は、平成21年8月21日付でジーエス・ティーケー・ホールディングス・フォー合同会社との間で、

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還期限を平成21年8月27日から平成21年11月27日まで猶予

することに合意していたが、再度、平成22年2月26日まで猶予することに合意している。 

独立監査人の四半期レビュー報告書

明誠監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  市原 豊  印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  武田 剛  印
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３）会社は、重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書等を提出した行為および重要な事項につき

虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に関し、平成21年11月24

日付で証券取引等監視委員会から、内閣総理大臣および金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1

項の規定に基づき、会社に対して2億8,155万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われている。

４）会社は、平成21年10月23日付で株式会社東京証券取引所より監理銘柄（審査中）に指定されていたが、

審査の結果、平成21年11月25日付で監理銘柄から解除され、新たに同日付で、内部管理体制についての

改善の必要性が高いと判断されたことにより特設注意市場銘柄に指定されている。 

５）会社は、第2回無担保社債（株式会社近畿大阪銀行保証付および適格機関投資家限定）の期限の利益を

喪失したことにより、平成21年12月2日付で債務全額をただちに履行する旨の催告書を受領している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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平成22年12月14日

株式会社アルデプロ 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社アルデプロの平成22年8月1日から平成23年7月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成

22年8月1日から平成22年10月31日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成22年8月1日から平成22年10月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルデプロ及び連結子会社の平成

22年10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

明誠監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    市原 豊    印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    武田 剛    印

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年12月15日

【会社名】 株式会社アルデプロ

【英訳名】 ARDEPRO Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 橋 康 夫

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿三丁目１番24号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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当社代表取締役社長高橋康夫は、当社の第24期第１四半期(自 平成22年８月１日 至 平成22年10月

31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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